
共通仕様書（農林水産土木工事編）　「共通仕様書（農林水産土木工事編）」　新旧対照表

項 新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
第１章　総則 第１節　総則

第101条～第108条（略）
第109条　現場技術員等
　受注者は、設計図書又は打合せ簿等において、建設コンサルタント等の
現場技術員等の配置が示された場合、次によらなければならない。
１　現場技術員等が監督員に代わり現場で立会等を行う場合には、その
　業務に協力しなければならない。また、書類（施工計画書、報告書、
　データ、図面等）の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じ
　なければならない。
　　ただし、現場技術員等は契約書に規定する監督員ではなく、指示、
　承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
２　監督員から受注者に対する指示又は通知等を現場技術員を通じて行
　うことがある。この場合、監督員から直接指示又は通知等があったも
　のと同等である。
３　監督員の指示により、受注者が監督員に対して行う報告及び通知
　は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。
第110条
第111条
第112条
第113条
第114条
第115条
第116条
第117条
第118条
第119条
第120条
第121条
第122条
第123条
第124条
第125条
第126条

第１節　総則
第101条～第108条（略）
［新設］

第109条
第110条
第111条
第112条
第113条
第114条
第115条
第116条
第117条
第118条
第119条
第120条
第121条
第122条
第123条
第124条
第125条



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「施工管理基準」　新旧対照表

項 新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
適用 農林水産土木工事施工管理基準

　この農林水産土木工事施工管理基準は，土木工事編Ⅰ第1編1－1－29「施
工管理」に基づき、農林水産土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めた
ものである。
１　目　　　的
　この基準は，農林水産土木工事の施工について、契約書類に定められた工
期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。
２　適　　　用
　この基準は，福島県農林水産部が発注する農林水産土木工事について適用
する。
　なお、この基準の定めのないものについては土木工事施工管理基準のほ
か、「情報化施工技術の活用ガイドライン（農林水産省農村振興局整備部設
計課）」によるものとする。
  また、試験様式については、土木工事編Ⅲ（参考資料）「様式」を準用す
るものとする。

農林水産土木工事施工管理基準

　この農林水産土木工事施工管理基準は，土木工事編Ⅰ第1編1－1－29「施
工管理」に基づき、農林水産土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めた
ものである。
１　目　　　的
　この基準は，農林水産土木工事の施工について、契約書類に定められた工
期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。
２　適　　　用
　この基準は，福島県農林水産部が発注する農林水産土木工事について適用
する。
　なお、この基準の定めのないものについては土木工事施工管理基準＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿によるものとする。
  また、試験様式については、土木工事編Ⅲ（参考資料）「様式」を準用す
るものとする。



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「出来形管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
項目 規格値（mm） 測定基準 摘要 項目 規格値（mm） 測定基準 摘要

①支保工間隔
　（ℓ�）
②支保工幅
　（ｂ）
　Ｂタイプ

　支保工幅
　（ｂ）
Ｃ、Ｄタイプ

＿＿＿＿＿＿＿
＿＿

±75

 －0＿＿＿＿

 －40

＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿

①支保工間隔
　（ℓ�）
②支保工幅
　（ｂ）
＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿

③中心線の
　ずれ

±75

 －0( －40 )

＿＿

直線部　±100
曲線部　±150

１水路工事
９水路トンネル
支保工

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）

１．間隔、幅は全基
数について測定す
る。
２．支保工幅の測定
時期は原則として建
込み直後及び覆工前
の2回とする。
３．中心線のずれ
　直線部は50mにつき
1ヶ所、曲線部は1ス
パンにつき1ヶ所の割
合で測定する。

標準図（略）

１．間隔、幅は全基
数について測定す
る。
２．支保工幅の測定
時期は原則として建
込み直後及び覆工前
の2回とする。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿

標準図（略）

＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿
＿＿破砕帯等の
特殊な地山にお
ける支保工管理
については、別
途定めるものと
する。
吹付ロックボル
ト工法の吹付及
びロックボルト
は、道路トンネ
ル（NATM）を参
考とする。

１．（　）内は
Ｃ、Ｄタイプに
適用する。
２．破砕帯等の
特殊な地山にお
ける支保工管理
については、別
途定めるものと
する。
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「出来形管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
２ほ場整備工事 項目 規格値（mm） 測定基準 摘要 項目 規格値（mm） 測定基準 摘要
２基盤整地
　田面整地

①基準高
（Ｖ)

②均平度
（◇）

±75
標高を指定した
場合のみ
±35

基準高、均平度
標高を測定す
る。
ａ １区画 90a
以上については
20 点を標準とす
る。
ｂ １区画 30a
以上 90a 未満に
ついては 12 点
を標準とする。
ｃ １区画 30a
未満については
9 点を標準とす
る。

標準図（略）

①基準高
（Ｖ)

②均平度
（◇）

±75
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿
±35

基準高、均平度
標高を測定す
る。
ａ １区画 90a
以上については
20 点を標準とす
る。
ｂ １区画 30a
以上 90a 未満に
ついては 12 点
を標準とする。
ｃ １区画 30a
未満については
9 点を標準とす
る。

標準図（略）

３畑面整地 ①基準高　（Ｖ) ±75
標高を指定し平
坦に仕上げる場
合のみ

基準高
標高を測定す
る。
ａ１区画90a以上
については20点
を標準とする。
ｂ１区画30a以上
90a未満について
は12点を標準と
する。
ｃ１区画30a未満
については9点を
標準とする。

標準図（略）

設計図書で勾配
を指定している
場合は設計図書
による。

①基準高　（Ｖ) ±75 基準高
標高を測定す
る。
ａ１区画90a以上
については20点
を標準とする。
ｂ１区画30a以上
90a未満について
は12点を標準と
する。
ｃ１区画30a未満
については9点を
標準とする。

標準図（略）

＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「出来形管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
項目 規格値（mm） 測定基準 摘要 項目 規格値（mm） 測定基準 摘要

①基準高
（Ｖ)
②厚さ
（Ｔ）
③幅
（Ｂ）
④施工延長

指定したとき
±100
 －15%

 －150

 －0.2％
ただし延長200m
未満　－400

①基準高
（Ｖ)
②路盤厚
（Ｔ）
③幅
（Ｂ）
④施工延長

指定したとき
±100
 －15%

 －150

 －0.2％
ただし延長200m
未満　－400

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
２ほ場整備工事
７道路工（砂利道以
下）

１．幹線道路
　おおむね施工
延長50m（測点間
隔20mにあっては
40m）につき1箇
所の割合で測定
する。
２．支線道路
　施工延長おお
おね200mにつき1
箇所の割合で測
定する。
　上記以外は2箇
所測定する。

標準図（略）

１．幹線道路
　おおむね施工
延長50m（測点間
隔20mにあっては
40m）につき1箇
所の割合で測定
する。
２．支線道路
　施工延長おお
おね200mにつき1
箇所の割合で測
定する。
　上記以外は2箇
所測定する。

標準図（略）



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「出来形管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
項目 規格値（mm） 測定基準 摘要 項目 規格値（mm） 測定基準 摘要

①基準高
（▽）
②幅
（w）
③放水路長
（ℓ�）
③高　さ
（ｈ）
④堤　長
（L）

±30

±30

±30

－30

－L/300
ただし
－L/300≧－50の
場合 －50
－L/300≦－150
の場合－150

構造図の寸法標
示箇所を測定す
る。ただし、特
に指定がない場
合センターを測
定する。

標準図（略）

①基準高
（▽）
②幅
（w）
③放水路長
（ℓ�）
③高　さ
（ｈ）
④堤　長
（L）

±30

±30

±30

－30

－L/300
ただし
－L/300≦－50の
場合 －50
－L/300≧－150
の場合－150

構造図の寸法標
示箇所を測定す
る。ただし、特
に指定がない場
合センターを測
定する。

標準図（略）

３．水叩き ①基準高
（▽）
②　幅
（w）
③厚　さ
（t）
④延　長
（Ｌ）

±30

±30

－30

－L/300
ただし
－L/300≧－50の
場合 －50
－L/300≦－150
の場合 －150

構造図の寸法標
示箇所を測定す
る。ただし、特
に指定がない場
合センターを測
定する。

標準図（略）

①基準高
（▽）
②　幅
（w）
③厚　さ
（t）
④延　長
（Ｌ）

±30

±30

－30

－L/300
ただし
－L/300≦－50の
場合 －50
－L/300≧－150
の場合 －150

構造図の寸法標
示箇所を測定す
る。ただし、特
に指定がない場
合センターを測
定する。

標準図（略）

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
８渓間工
２．コンクリートダ
ム（本ダム、副ダ
ム、垂直壁、帯工）



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「出来形管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
項目 規格値（mm） 測定基準 摘要 項目 規格値（mm） 測定基準 摘要

①基準高
（▽）
②厚さ
（ｂ,w）
③高　さ
（H,h）
④延　長
（Ｌ）

±30

±30

－30

－L/300
ただし
－L/300≧－50の
場合 －50
－L/300≦－150
の場合－150

構造図の寸法標
示箇所を測定す
る。ただし、特
に指定がない場
合センターを測
定する。

標準図（略）

岩盤間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
は除く

①基準高
（▽）
②厚さ
（ｂ,w）
③高　さ
（H,h）
④延　長
（Ｌ）

±30

±30

－30

－L/300
ただし
－L/300≦－50の
場合 －50
－L/300≧－150
の場合－150

構造図の寸法標
示箇所を測定す
る。ただし、特
に指定がない場
合センターを測
定する。

標準図（略）

岩盤間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
は除く

６．鋼製ダム（枠工
タイプ）、鋼製自在
枠、大型ふとんかご

①基準高
（V）
②幅
（ｂ）
③放水路長
(�ℓ)
④高　さ
（H）
⑤延　長
(Ｌ)

±50

±50

±50

－50

－L/300
ただし
－L/300≧－50の
場合 －50
－L/300≦－150
の場合 －150

構造物の寸法表
示箇所を測定す
る。
ただし、特に指
定がない場合セ
ンターを測定す
る。
標準図（略）

①基準高
（V）
②幅
（ｂ）
③放水路長
(�ℓ)
④高　さ
（H）
⑤延　長
(Ｌ)

±50

±50

±50

－50

－L/300
ただし
－L/300≦－50の
場合 －50
－L/300≧－150
の場合 －150

構造物の寸法表
示箇所を測定す
る。
ただし、特に指
定がない場合セ
ンターを測定す
る。
標準図（略）

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
８渓間工
４．側壁、袖かくし
及び間詰コンクリー
ト



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「出来形管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
項目 規格値（mm） 測定基準 摘要 項目 規格値（mm） 測定基準 摘要

①基準高
（▽）
②幅
（B）
③高　さ
（ｈ）

④延　長（Ｌ）

±50

±30

h＜3000 の場合
－50
h≧3000の場合
－100

－L/300
ただし
－L/300≧－50の
場合 －50
－L/300≦－150
の場合－150

①基準高
（▽）
②幅
（B）
③高　さ
（ｈ）

④延　長（Ｌ）

±50

±30

h＜3000 の場合
－50
h≧3000の場合
－100

－L/300
ただし
－L/300≦－50の
場合 －50
－L/300≧－150
の場合－150

コンクリートブロッ
ク積

①基準高
（▽）
②幅
（B）
③のり長
（ｈ）
④延　長
（Ｌ）

±50

±30

－50

－L/100
ただし
－L/100≧－50の
場合 －50
－L/100≦－150
の場合 －200

①基準高
（▽）
②幅
（B）
③のり長
（ｈ）
④延　長
（Ｌ）

±50

±30

－50

－L/100
ただし
－L/100≦－50の
場合 －50
－L/100≧－150
の場合 －200

線的なものにつ
いては施工延長
おおむね20mにつ
き1箇所の割合で
測定する。上記
未満は2箇所測定
する。厚さ・高
さの管理は法長
2m未満は1箇所、
2m以上は2箇所測
定する。
箇所単位のもの
については適宜
構造図寸法表示
箇所を測定す
る。

標準図（略）

線的なものにつ
いては施工延長
おおむね20mにつ
き1箇所の割合で
測定する。上記
未満は2箇所測定
する。厚さ・高
さの管理は法長
2m未満は1箇所、
2m以上は2箇所測
定する。
箇所単位のもの
については適宜
構造図寸法表示
箇所を測定す
る。

標準図（略）

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
９山腹工
２土留工
コンクリート擁壁工



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「出来形管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
項目 規格値（mm） 測定基準 摘要 項目 規格値（mm） 測定基準 摘要

①基準高
（▽）
②延　長
（L）

③幅
（B）
④高　さ
（H）

±80

－L/300
ただし
－L/300≧－50の
場合 －50
－L/300≦－150
の場合 －150
－30

h＜3000 の場合
－50
h≧3000の場合
－100

線的なものにつ
いては施工延長
おおむね20mにつ
き1箇所の割合で
測定する。上記
未満は2箇所測定
する。厚さ・高
さの管理は法長
2m未満は1箇所、
2m以上は2箇所測
定する。
箇所単位のもの
については適宜
構造図寸法表示
箇所を測定す
る。

標準図（略）

①基準高
（▽）
②延　長
（L）

③幅
（B）
④高　さ
（H）

±80

－L/300
ただし
－L/300≦－50の
場合 －50
－L/300≧－150
の場合 －150
－30

h＜3000 の場合
－50
h≧3000の場合
－100

線的なものにつ
いては施工延長
おおむね20mにつ
き1箇所の割合で
測定する。上記
未満は2箇所測定
する。厚さ・高
さの管理は法長
2m未満は1箇所、
2m以上は2箇所測
定する。
箇所単位のもの
については適宜
構造図寸法表示
箇所を測定す
る。

標準図（略）

鋼製自在枠
大型ふとんかご

①基準高
（▽）
②幅
（B）
③高　さ
（H）
④延　長
（Ｌ）

±50
 
±50

－50

－L/300
ただし
－L/300≧－50の
場合 －50
－L/300≦－150
の場合 －150

線的なものにつ
いては施工延長
おおむね20mにつ
き1箇所の割合で
測定する。上記
未満は2箇所測定
する。厚さ・高
さの管理は法長
2m未満は1箇所、
2m以上は2箇所測
定すること。
箇所単位のもの
については適宜
構造図寸法表示
箇所を測定す
る。

標準図（略）

①基準高
（▽）
②幅
（B）
③高　さ
（H）
④延　長
（Ｌ）

±50
 
±50

－50

－L/300
ただし
－L/300≦－50の
場合 －50
－L/300≧－150
の場合 －150

線的なものにつ
いては施工延長
おおむね20mにつ
き1箇所の割合で
測定する。上記
未満は2箇所測定
する。厚さ・高
さの管理は法長
2m未満は1箇所、
2m以上は2箇所測
定すること。
箇所単位のもの
については適宜
構造図寸法表示
箇所を測定す
る。

標準図（略）

９山腹工
２土留工
片法枠

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「出来形管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
項目 規格値（mm） 測定基準 摘要 項目 規格値（mm） 測定基準 摘要

①基準高
（▽）
①幅
（B）
②高　さ
（H）
③延　長
（Ｌ）

±50

±50

－100

－L/50
ただし
－L/50≧－100の
場合 －100
－L/50≦－400の
場合 －400

線的なものにつ
いては施工延長
おおむね20mにつ
き1箇所の割合で
測定する。上記
未満は2箇所測定
する。厚さ・高
さの管理は法長
2m未満は1箇所、
2m以上は2箇所測
定すること。
箇所単位のもの
については適宜
構造図寸法表示
箇所を測定す
る。

標準図（略）

①基準高
（▽）
①幅
（B）
②高　さ
（H）
③延　長
（Ｌ）

±50

±50

－100

－L/50
ただし
－L/50≦－100の
場合 －100
－L/50≧－400の
場合 －400

線的なものにつ
いては施工延長
おおむね20mにつ
き1箇所の割合で
測定する。上記
未満は2箇所測定
する。厚さ・高
さの管理は法長
2m未満は1箇所、
2m以上は2箇所測
定すること。
箇所単位のもの
については適宜
構造図寸法表示
箇所を測定す
る。

標準図（略）

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
９山腹工
２土留工
木製



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「品質管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
種別 区分 試験項目 試験方法 規格値 種別 区分 試験項目 試験方法 規格値

施工（前ランダ
ム・遮水性ゾー
ン）

必須 透水試験 立杭法JGS1316又
は、簡易透水試
験法

遮水性部の透水
係数は5×

10¯⁵ cm/s以下と

する。
 これによらない
場合は、設計図
書による。

施工（前ランダ
ム・遮水性ゾー
ン）

必須 透水試験 立杭法JGS1316又
は、簡易透水試
験法

不透水性部の
透水係数は5×

10¯⁵ cm/s以下

とする。
 これによらな
い場合は、設
計図書によ
る。

施工（後ランダ
ムゾーン）

必須 透水試験 立杭法JGS1316又
は、簡易透水試
験法

＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
設計図書によ
る。

施工（後ランダ
ムゾーン）

必須 透水試験 立杭法JGS1316又
は、簡易透水試
験法

　不透水性部
の透水係数は5

×10¯⁴cm/s以上

とする。
  これによら
ない場合は、
設計図書によ
る。

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
２　ため池整備工



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「品質管理基準及び規格値」　新旧対照表

項 新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
４　コンクリート二
次製品及び鋼材関係

［削除］



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「品質管理基準及び規格値」　新旧対照表

項 新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
４　コンクリート二
次製品及び鋼材関係

［削除］



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「品質管理基準及び規格値」　新旧対照表

項 新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
４　コンクリート二
次製品及び鋼材関係

［削除］



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「品質管理基準及び規格値」　新旧対照表

項 新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
４　コンクリート二
次製品及び鋼材関係

［削除］



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「品質管理基準及び規格値」　新旧対照表

項 新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
４　コンクリート二
次製品及び鋼材関係

［削除］



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「品質管理基準及び規格値」　新旧対照表

項
４　コンクリート二
次製品及び鋼材関係

［削除］

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「品質管理基準及び規格値」　新旧対照表

項 新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
４　コンクリート二
次製品及び鋼材関係

４　管水路の通水試験
（１）～（４）略
５　森林造成（生育基盤盛土工）

５　管水路の通水試験
（１）～（４）略
６　森林造成（生育基盤盛土工）



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「写真管理基準」　新旧対照表

項 新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
適用 農林水産土木工事写真管理基準

　この農林水産土木工事写真管理基準は，土木工事写真管理基準に基づき定
めたものである。
１　適　　　用
　この基準は、福島県農林水産部が発注する農林水産土木工事について適用
する。
　なお、この基準に定めのないものについては土木工事施工管理基準のほ
か、「情報化施工技術の活用ガイドライン（農林水産省農村振興局整備部設
計課）」によるものとする。

農林水産土木工事写真管理基準

　この農林水産土木工事写真管理基準は，土木工事写真管理基準に基づき定
めたものである。
１　適　　　用
　この基準は、福島県農林水産部が発注する農林水産土木工事について適用
する。
　なお、この基準に定めのないものについては土木工事写真管理基準＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿によるものとする。



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「写真管理基準」　新旧対照表

項
工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度

敷砂利工
＿＿＿＿＿

敷砂利 敷均し厚
転圧状況

厚さ・敷幅

敷砂利工
（農林道含む）

敷砂利 敷均し厚
転圧状況

厚さ・敷幅

出来型管理写真
敷砂利工 施工中

施工後

200mに1回または 1
施工単位に1回

200mに1回または 1
施工単位に1回

施工中

施工後

100mに1回または 1
施工単位に1回

100mに1回または 1
施工単位に1回

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「写真管理基準」　新旧対照表

項
工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度

ベンチフ
リューム、排
水フリュー
ム、道路側溝
等

鉄筋コンク
リート組立柵
渠

鉄筋コンク
リート大型フ
リューム水路

暗渠

本体 施工状況 施工中
施工後

100mに1回または 1
施工単位に1回

コンクリート
ブロック積

本体 施工状況
幅・高さ

施工中
施工後

100mに1回または 1
施工単位に1回

鉄筋コンク
リートＬ型水
路

本体 施工状況
幅・厚さ

施工中
施工後

100mに1回または 1
施工単位に1回

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）

100mに1回または 1
施工単位に1回

施工中
施工後

施工状況
幅・高さ・厚さ

本体
コンクリート二次
製品水路

出来型管理写真
コンクリート二次製
品水路



共通仕様書（農林水産土木工事編）　「写真管理基準」　新旧対照表

項
種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度

畦畔 ＿＿＿＿
高さ・幅

畦畔 施工状況
高さ・幅

新（令和５年４月１日） 旧（令和４年４月１日）
出来型管理写真
ほ場整備 ＿＿＿

施工後
施工延長200～400mに
つき1箇所撮影。
上記未満は2箇所撮
影。

施工中
施工後

標準ほ区あたり2本
端数ほ区あたり1本
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